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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　円筒形カラム、
　前記円筒形カラムの下方に連設された口径比を絞り込んだ円錐形カラム、
　前記円筒形カラム上端および前記円錐形カラム下端に設けられた多孔板、
　前記円筒形カラム上部に邪魔板、
　前記円錐形カラムに繊維質ろ過材からなるろ過材層
　を有し、かつ、
　前記円筒形カラム上端より凝集剤を添加した海水を３０～１００ｍ／Ｈで流入させて海
水をろ過して海水中の懸濁粒子および凝集フロック粒子をろ過材に吸着させる手段、
　円錐形カラム下端より酸を添加した水および空気を供給して逆流洗浄し、ろ過材に吸着
された懸濁粒子を分離除去し、ろ過材に吸着された凝集フロック粒子をイオン化回収する
手段、
　を有する海水の懸濁粒子除去用ろ過装置。
【請求項２】
　前記繊維質ろ過材が、８～１５ｍｍ角で厚さが５～１０ｍｍの不織布であることを特徴
とする請求項１に記載のろ過装置。
【請求項３】
　前記円錐形カラム上端と下端の口径比が２：１～５：４であることを特徴とする請求項
１または２に記載のろ過装置。
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【請求項４】
　前記凝集剤が海水１Ｌに対して０．２５～１．０ｍｇ添加されることを特徴とする請求
項１～３のいずれかに記載のろ過装置。
【請求項５】
　前記凝集剤が硫酸バンドおよび塩化第二鉄から選択されることを特徴とする請求項１～
４のいずれかに記載のろ過装置。
【請求項６】
　凝集剤として、回収した凝集フロック粒子を再度ろ過に用いることを特徴とする請求項
１～５のいずれかに記載のろ過装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、海水中の懸濁粒子を高速で効率的にろ過し、除去して清澄な海水を得、製塩
におけるイオン交換膜電気透析槽への懸濁粒子の流入量を低減するろ過装置、該ろ過装置
を用いた海水処理方法、および海水ろ過処理における凝集剤の再生方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　海水を利用して製塩する際に、イオン交換膜製塩法では通常海水をイオン交換膜電気透
析槽で濃縮してかん水を得ているが、この電気透析槽の構造はアニオン膜とカチオン膜と
の間にゴム枠付きのスペーサーを挟み交互に積み重ねた締付型と呼ばれる型式を一般的に
用いており、イオン交換膜は０．３～０．５ｍｍと狭い間隔で配列している。そのため、
脱塩室に海水を供給する流路(潮道)や膜間或いは膜面に海水中の懸濁粒子による詰まりや
付着が生じると、それが流動抵抗となり膜表面へのイオンの供給が不足して水に近くなる
ことで電気抵抗が増大して発熱し、膜を劣化させる水解や付着物の蓄積による電気抵抗の
増大等のトラブルを招く。
【０００３】
　そこで、製塩工場では一般に海水を１次ろ過器、２次ろ過器を経由して海水中の懸濁粒
子を除去し、イオン交換膜電気透析槽に海水を供給している。この海水処理設備には、上
下水道等でよく利用される砂ろ過を使用し、多くは１次、２次ろ過器に有効径０．３～０
．５ｍｍの砂を単層構成で用いている。また、一部ではろ過海水の清澄化向上のために凝
集剤を海水に直接的添加してろ過をする直接凝集ろ過を行っており、その場合には１次ろ
過器のろ材構成にアンスラサイトと砂の２層構成を用いている。
【０００４】
　しかし、現行のろ過器では海水中の懸濁粒子を通常７０～９０％は除去できるものの、
上述した懸濁粒子の影響を防止或いは低減するまでには至らず、ほとんどの製塩工場では
トラブル回避のために定期的な電気透析槽の解体洗浄を余儀なくされている。この海水中
の懸濁粒子の影響を低減するためにはＦＩ値(Fouling　Index)で３．０以下、濁度値で０
．０５ｍｇ／Ｌ以下の海水水質を電気透析槽に供給する必要があるとされている。
【０００５】
　また、製塩工場では約４０００ｍ3／Ｈの海水処理を行っているが、上述したろ過器の
ろ過流速は１次ろ過器で８～１５ｍ／Ｈ、２次ろ過器で１０～３０ｍ／Ｈ程度であるため
設置面積は膨大なものになっている。
　一方、近年の高速ろ過技術には、特公平４－３６７２３号公報や特公平５－１１４８２
号公報などに記載されているように鉱物系ろ過材と比較して空隙率が大きい繊維質を長繊
維束や繊維塊の形状にしてろ過材に用いているろ過方法および装置の技術が報告されてい
る。しかし、繊維結束や長繊維束のろ過材では繊維の束が圧密に充填されるためろ過初期
の捕捉効果は良好であるが、損失水頭が上昇しやすくろ過の持続性に問題があることが指
摘されている。また、繊維塊のろ過材の場合には空隙率が高いためにろ過の持続性は良好
であるが、長繊維束のろ過材と比較して捕捉（吸着）効果が低く、ろ過材の空隙内部に濁
質が残留しやすいことが指摘されている。
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【０００６】
　更に、下流側のろ過流速を上流側より速くすることで流圧によりろ過材の圧縮度を変化
させ、懸濁粒子を粒径毎に層別で捕捉するようなろ過方法及び装置構造が特開平１０－２
６３３１５号公報や特開平１１－１２３３０４号公報に記載されているが、このようなろ
過方法及び装置構造を海水処理に適用した具体例はこれまで知られていない。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、海水中の懸濁粒子を高速ろ過処理で効率的な除去を可能にするとともに、海
水水質の清澄化と製塩におけるろ過装置の縮小化と、更にはろ過時に用いる凝集剤などの
薬剤のリサイクルによる廃棄物量の削減を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の上記の課題は、下記のろ過装置およびそれを利用した海水処理方法により達成
された。以下に好ましい実施態様と共に列挙する。
　（１）　円筒形カラムと前記円筒形カラムの下方に口径比を絞り込んだ円錐形カラムを
連設し、前記円筒形カラム上端および前記円錐形カラム下端に多孔板を設けてなるろ過装
置において、円錐形カラムに繊維質ろ過材からなるろ過材層を有し、円筒形カラム上部に
邪魔板を有することを特徴とする海水の懸濁粒子除去用ろ過装置。
【０００９】
　（２）　前記繊維質ろ過材が、８～１５ｍｍ角で厚さが５～１０ｍｍの不織布であるこ
とを特徴とする前記（１）に記載のろ過装置。
　（３）　前記円錐形カラム上端と下端の口径比が２：１～５：４であることを特徴とす
る前記（１）または（２）に記載のろ過装置。
　（４）　前記（１）に記載のろ過装置の円筒形カラム上端より、凝集剤を添加した海水
を３０～１００ｍ／Ｈで流入させて海水をろ過して海水中の懸濁粒子および凝集フロック
粒子をろ過材に吸着させる工程と、円錐形カラム下端より酸を添加した水および空気を供
給して逆流洗浄する工程と、ろ過材に吸着された懸濁粒子を分離除去する工程と、ろ過材
に吸着された凝集フロック粒子をイオン化回収する工程とを含むことを特徴とする海水処
理方法。
【００１０】
　（５）　前記凝集剤を海水１Ｌに対して０．２５～１．０ｍｇ添加することを特徴とす
る前記（４）に記載の海水処理方法。
　（６）　前記凝集剤が硫酸バンドおよび塩化第二鉄から選択されることを特徴とする前
記（４）または（５）に記載の海水処理方法。
　（７）　前記（４）に記載の方法において、回収した凝集フロック粒子を凝集剤として
再度ろ過に用いる工程を含むことを特徴とする海水ろ過処理における凝集剤の再生方法。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明の高速ろ過装置は、海水中の濁質粒子を高速処理で効果的に除去することができ
、かつ、製塩におけるろ過装置の縮小化を実現可能とするものである。更には、凝集剤を
リサイクルすることで薬剤の使用量を削減し、それによりろ過による廃棄物量の削減も可
能とするものである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下に本発明の実施の形態について詳細に説明するが、本発明は以下に説明するものに
限定されるものではない。
　本発明のろ過装置において、ろ過材層に用いられるろ過材としては、不織布のような繊
維質ろ過材を用いることができる。例えば、ポリエステル、ポリエステル・レーヨン混合
等が用いられる。形状としては例えば、８～１５ｍｍ角、好ましくは９～１２ｍｍ角で厚
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さ５～１０ｍｍ、空隙率が９０％以上のシート状不織布である。
　ろ過材の充填量としては、用いるろ過装置の大きさや円筒形カラム、円錐形カラムの大
きさによって異なるため特に限定されないが、実用的には円錐形カラム下端より円筒形カ
ラム３００～６００ｍｍの高さまで充填するのが好ましい。
【００１３】
　本発明のろ過装置構造によれば、ろ過装置下部の円錐形カラム内には圧密ろ過材層を、
上部の円筒形カラム内には比較的空隙率の高いろ過材層を短時間に形成することが可能で
ある。
【００１４】
　本発明のろ過装置の大きさは特に限定されないが、実用的には高さ２０００～３０００
ｍｍ、円筒形カラム内径２００～４０００ｍｍ、円錐形カラム底部内径１００～３２００
ｍｍの範囲で、円錐形カラム上端と下端の口径比が２：１～５：４のものが好ましく適用
できる。
【００１５】
　次に、本発明のろ過装置を使用した海水処理方法について説明する。
　本発明のろ過装置を使用して海水ろ過する場合には、海水中に含まれる懸濁粒子を凝集
、除去し易くするために通水前に凝集剤を被ろ過海水に添加することが好ましい。凝集剤
としては、硫酸バンド、塩化第二鉄、ポリ鉄（ポリ硫酸第二鉄）等が挙げられる。
【００１６】
　本発明のろ過装置を用いて海水ろ過を行えば、被ろ過海水に凝集剤を添加してもろ過装
置内への堆積による圧力損失が非常に小さく、高度に清澄なろ過海水を長時間に亘って得
ることが可能である。
　また、円筒形カラム上部に邪魔板を設けることで、ろ過装置の逆洗浄の際に逆洗水の旋
回流および上昇流によってろ過材を浮遊かつ流動させ、ろ過材に捕捉吸着された濁質粒子
を効率的に分離し、系外への排出を容易にすることが可能となる。これによって、逆洗水
の少量化を可能にすることができ、さらに逆洗水へ塩酸などの酸を０．０１～０．０５Ｎ
になるように添加することでろ過で捕捉した凝集フロックをイオン化して回収し、回収し
た凝集フロックを凝集剤として再度ろ過に使用するといった凝集剤のリサイクルも可能と
なる。
【００１７】
　本発明のろ過装置に設置する邪魔板の形状としては、ろ過装置円筒部内径の１／５～１
／４幅で内部円周の１／５～１／４長のものが好ましく、このような邪魔板をろ過装置内
壁面にろ過装置上部から２０～５０ｃｍ下部の位置に逆洗水の流れを遮るように対角に設
置し、またその下部２０～５０ｃｍに前記位置と交差位置に設置するのが好ましい。なお
、邪魔板はろ過材が積層しないように３０～４５°の角度をつけて取り付ける。
【００１８】
　本発明のろ過装置を構成するカラムの材質としては特に限定されず、ＳＵＳ（ステンレ
ス鋼）、ＦＲＰ、塩化ビニル樹脂、アクリル樹脂等が挙げられる。多孔板や邪魔板として
は、ＳＵＳ、塩化ビニル樹脂等が挙げられる。
【００１９】
　図１は本発明のろ過装置の一例を示している。ろ過装置１には円筒形カラム２と、円筒
形カラムの内径を絞り込んだ形状の円錐形カラム３を連設して、円筒形カラム２の上部に
は逆洗の場合に旋回流を生じさせるための邪魔板４と上端に逆洗時にろ過材の流出を防ぐ
ための多孔板５を設置し、円錐形カラム３の下端にもろ過材を積層するための多孔板５を
設置した。ろ過材層６にはシート状片不織布を円錐形カラム下端から円筒形カラムの中位
程度まで湿潤の状態で充填して形成させる。
【００２０】
　本発明のろ過装置１で被ろ過海水をろ過する場合は、以下のようにする。
　弁１６、１８、１９を開口して空気と海水を併用した逆洗をしてろ過材層を均一に攪拌
した後、弁１６、１８、１９を閉じて弁１４、１５、１７を開口して被ろ過海水供給配管
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８より被ろ過海水を流入させ、ろ過装置内部の空気抜き配管にて空気抜きを行う。ろ過装
置内部の空気が完全に抜けた後、弁１４を閉じると流動により浮遊していたろ過材が円錐
形カラム３の多孔板５上に積層してろ過材層６を形成しろ過運転となる。なお、被ろ過海
水には凝集剤として例えば塩化第二鉄を、海水中の鉄濃度が０．５ｍｇ／Ｌとなるように
添加をする。
【００２１】
　ろ過を継続するとろ過材層６に海水中の懸濁粒子や凝集フロック粒子が堆積することで
圧力損失が次第に増加すると共に、ろ過材層６がろ過方向に圧縮されていく。圧力損失が
一定レベルに達すると被ろ過海水供給配管８からの被ろ過海水の供給およびろ過海水排出
配管１０からのろ過海水の排出を停止して弁１５、１７を閉じ、弁１６を開口する。次に
弁１８、１９を開口し、逆洗水供給配管１１から逆洗水、空気供給配管１２から空気を供
給した逆流洗浄をして、圧密化したろ過材層６を崩し、流動化させると共に、逆洗水排出
配管９より捕捉した濁質粒子及び凝集フロック粒子を排出させる。このとき、逆洗水に０
．０１～０．０５Ｎになるように塩酸を添加することで、ろ過の継続によりろ過材層６に
蓄積された凝集フロックを再度イオン化して回収することができ、回収物を凝集剤として
再利用することもできる。
【実施例】
【００２２】
　以下実施例において、実験的に得た知見について詳細に述べるが、本発明はこれに限定
されるものではない。
【００２３】
　実験に使用したろ過装置としては、図１に示した形状の装置を用いた。具体的には、高
さ２０００ｍｍのろ過装置１に内径３００ｍｍ、高さ１５００ｍｍの塩化ビニル樹脂製の
円筒形カラム２と、円筒形カラムの内径を３：２に絞り込んだ形状の塩化ビニル樹脂製の
円錐形カラム３（高さ５００ｍｍ）を連設して、円筒形カラム２の上部には逆洗の場合に
旋回流を生じさせるための塩化ビニル樹脂製邪魔板４と上端に逆洗時にろ過材の流出を防
ぐための塩化ビニル樹脂製多孔板５を設置し、円錐形カラム３の下端にもろ過材を積層す
るための塩化ビニル樹脂製多孔板５を設置した。ろ過材層６としては、１０ｍｍ×１０ｍ
ｍ×５ｍｍの薄く小さいポリエステル不織布をろ過材とし、円錐形カラム下端から円筒形
カラムの下端より５０ｃｍ上位まで湿潤の状態で充填して形成させた。
【００２４】
　次に、弁１６、１８、１９を開口して空気と海水を併用した逆洗をしてろ過材層を均一
に攪拌した後、弁１６、１８、１９を閉じて弁１４、１５、１７を開口して被ろ過海水供
給配管８より被ろ過海水を６０ｍ／Ｈで流入させ、ろ過装置内部の空気抜き配管にて空気
抜きを行った。ろ過装置内部の空気が完全に抜けた後、弁１４を閉じると流動により浮遊
していたろ過材が円錐形カラム３の多孔板５上に積層してろ過材層６を形成しろ過運転と
なった。なお、被ろ過海水には凝集剤として塩化第二鉄を海水中の鉄濃度が０．５ｍｇ／
Ｌとなるように添加した。
【００２５】
　実施例において、被ろ過海水、ろ過海水の水質評価としてＦＩ値測定及びレーザー濁度
計による濁度測定、ろ過の持続性の評価としてろ過損失水頭上昇速度(ΔＰ)を測定した。
測定方法については以下に示す。
　ＦＩ値測定は、試料海水を０．２ＭＰａの定圧下で孔径０．４５μmのフィルター(MILL
IPORE社製)でろ過を行い、ろ過初期と１５分間ろ過後の試料液５００ｍｌをろ過するのに
要した時間(t1、t2)を計測して以下の式により算出した。
【００２６】
　ＦＩ値　＝　( 1 ― t1／t2 ) ／ 15 × 100　　　　　　　 　　　　　(1)
　t1：　最初の試料海水５００ｍｌが通過する時間
　t2：　１５分後の試料海水５００ｍｌが通過する時間 

　ＦＩ値は６．７が最大値であり、数値が低いほど清澄化した水質を示す。製塩における
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電気透析槽供給海水の水質はＦＩ値３．０以下とされている。
【００２７】
　ろ過損失水頭上昇速度(ΔＰ)は、圧力計によりろ過装置入口圧の連続的測定をして、逆
洗直後(tS)の損失水頭(PS)と逆洗が開始する直前(tE)の損失水頭(PE)から以下の式により
算出した。
　ΔＰ　 ＝　（PE－PS）／（tE－tS）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　 (2)
　実施例では相模湾の海水を被ろ過海水として用いた。この被ろ過海水の温度２０～２３
度、ＦＩ値５．５～６．０であった。
【００２８】
　図２は本発明のろ過装置を使用して通水したろ過海水のＦＩ値の経時変化を示すが、ろ
過を開始した当初、ろ過海水のＦＩ値は３．４８であったが、３０分経過以降には３．０
以下を推移しており、良好なろ過が行われていることが分かる。また、図３に示す濁度測
定結果においてもろ過を開始した当初、濁度は０．０６ｍｇ／Ｌを示したが、その後は急
激に濁度は減少して５分経過後には０．０１ｍｇ／Ｌ以下となり、それ以降も濁度は維持
され良好なろ過が認められた。これはろ過が経過すると共にろ過材層６の間隙内に海水中
の懸濁粒子や凝集フロック粒子の堆積が進行するために見かけ上のふるい分け効果が向上
したものと考える。
【００２９】
　図４はろ過装置入口圧の経時変化を示したものであるが、ろ過装置入口圧はろ過を開始
した当初には０．０４６Ｍｐａ、４時間経過には０．０９１ＭＰａを示し、そのろ過損失
水頭上昇速度は０．０１ＭＰａ／Ｈであった。これにより、通常の砂ろ過で用いる圧力式
ろ過器のろ過損失水頭の上限は０．２～０．３ＭＰａ程度であるため、過剰な耐圧設備に
することなく６０ｍ／Ｈのろ過流速で１０時間以上の運転が可能であることが分かった。
【００３０】
　ろ過運転後、被ろ過海水の供給およびろ過海水の排出を停止し、ろ過装置１の逆洗水供
給配管１０から逆洗水、空気供給配管１１から空気を供給し逆洗を行った。逆洗前のろ過
材層６はろ過操作によりかなり緻密になっていたが、逆洗水と空気を流入させることによ
ってろ過材が薄く小さいためにすぐに崩れ、邪魔板４等の装置構造で形成された旋回流お
よび上昇流によって流動して、吸着捕捉した濁質粒子や凝集フロック粒子を効率的に分離
して、逆洗排水配管９によりろ過装置１系外に排出した。
【００３１】
　また、上記逆洗時に塩酸を０．０５Ｎになるように逆洗水に添加してその排水から凝集
剤を回収し、それを再度ろ過に使用した場合のろ過海水のＦＩ値を図５に示した。図５よ
り、凝集剤の再利用を行った場合には未使用の凝集剤を使用した場合と比較してろ過能力
の低下がやや認められるがリサイクル（再利用）は可能であることが判明した。これによ
り、凝集剤のリサイクルによって薬剤の使用量を削減するだけでなく、ろ過による廃棄物
量の削減も可能となることがわかった。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】本発明のろ過装置の基本構成を説明する図である。
【図２】本発明のろ過装置を用いた場合のろ過性能を表すために、ろ過海水のＦＩ値測定
結果の経時変化を示す図である。
【図３】本発明のろ過装置を用いた場合のろ過性能を表すために、ろ過海水の濁度測定結
果の経時変化を示す図である。
【図４】本発明のろ過装置を用いた場合のろ過性能を表すために、ろ過運転時におけるろ
過装置入口圧力の経時変化を示す図である。
【図５】本発明の実施形態における凝集剤の再利用性を表すために、ろ過海水のＦＩ値測
定結果の経時変化を示す図である。
【符号の説明】
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【００３３】
　　　１　ろ過装置本体
　　　２　円筒形カラム
　　　３　コーンカラム
　　　４　邪魔板
　　　５　多孔板
　　　６　ろ過材層
　　　７　空気抜き配管
　　　８　被ろ過海水供給配管
　　　９　逆洗排水配管
　　　１０　ろ過海水取出し配管
　　　１１　逆洗水供給配管
　　　１２　逆洗空気供給配管
　　　１３　排水配管
　　　１４～２０　弁

【図１】 【図２】
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【図５】
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